
雇用契約書の締結、更新について

雇用契約書の取り交わしは実施されているでしょうか。雇用契約書は使用者と労働者との間で、

労働条件についての合意文書として重要な役割を担います。認識のズレが発生しないよう、年に一

度は社員一人一人と改めて取り交わす機会を作りましょう。年度が替わり、新規採用や契約内容の

更新の多いこの時期に、自社の雇用契約書の管理運用状況について今一度確認しましょう。

①そもそも労働契約とは
使用者と労働者との間で「労務の提供」と「労働の
対価としての賃金の支払い」についての合意がなさ
れることを労働契約と言います。労働基準法では、
「労働契約の締結の際には、賃金および労働時間等
の一定の事項については、書面により明示しなけれ
ばならない。」と規定されています。また、「明示
された労働条件と事実が相違する場合は、労働者は
労働契約を即時に解除することが出来る」と法律で
定められていますので、実態とかい離がないよう十
分注意が必要です。労働者との齟齬が生まれないよ
うに専門家の意見を聞くことをお勧め致します。

②労働条件通知書と雇用契約書の違い
労働条件通知書とは、使用者が労働者へ労働条件を
明示するために使用する書面を言います。一方、雇
用契約書とは、使用者と労働者の間に成立した雇用
契約の内容を記したものであり、さらに両者の署名
又は記名押印を必要としますので、合意がなされた
ことを証明する書面としての効力をもちます。
また、2019年4月施行の法改正より、書面以外の
通知方法（労働者が希望した場合に限り、ファクシ
ミリや電子メール等の送信による労働条件の明示方
法）も可能となります。
労働条件通知書のみで運用されている会社も多いで
すが、労働者との合意を証明する文書として保管す
るために、雇用契約書の運用をお勧めいたします。

③雇用契約書の記載内容
雇用契約書の記載内容には大きく二種類あります。
具体的には次の通りです。

（1）書面で明示しなければならない項目（絶対的
記載事項）

⇒雇用契約書に必ず記載して下さい。
・雇用契約の期間、雇用期間更新の有無
・就業場所、仕事の内容
・始業終業時刻、休憩時間、休日、休暇
・所定労働時間を超える労働の有無
・賃金の決定、計算、支払いの方法
・退職に関する事項（解雇の事由を含む）

＊パートタイマーであれば以下の項目も同様に、
書面での明示義務があります。
・昇給の有無
・退職手当の支給の有無
・賞与の支給の有無
・労働条件に関する相談窓口

（2）制度があれば、書面又は口頭で明示しなけれ
ばならない項目（相対的記載事項）

⇒雇用契約書に記載することをお勧めします。
・昇給の有無
・退職手当の定め（労働者の範囲、決定方法、
計算方法、支払の時期）

・臨時に支払われる賃金（賞与など）
・災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
・社員負担の食費、作業用品費
・安全衛生、職業訓練、表彰、制裁、休職

④雇用契約書の取り交わしの実務ポイント
（1）雇用契約書は年一回取り交わしましょう。
昇給等のタイミングで、労働条件は毎年変わりま
すので、少なくとも年一回は取り交わします。た
とえ、賃金以外の労働条件が例年と同じ内容で
あっても、繰り返し、読み返しますので、「知ら
なかった。見落としていた。」といった説明不足
を減らせます。

（2）会社控、本人控の２通を用意しましょう。
1通のみ作成しても、契約書としては成立します
が、トラブルが起きたとき、すぐに双方で雇用契
約書が確認できるように2部作成します。
また、その場でサインしてもらうのではなく、一
旦持ち帰って次の日に提出してもらうようにしま
す。「その場でサインを強要された」等と言われ
ないように雇用契約書の内容を十分に確認する時
間を与えるためです。翌日回収できない場合で
あっても、「5日以内」等の期限を明確に設けま
しょう。

（3）該当の給与計算期間前に取り交わしましょう。
賃金の内容に変更がある場合は、必ず、その給与
計算期間が始まる前に取り交わしを行います。

⑤就業規則も年一回見直しが必要！
雇用契約書と就業規則の規定内容に差がある場合
は、一般に労働者に有利な方が適用されます。そ
のため、雇用契約書の変更に合わせて、就業規則
の変更の必要がないか確認する必要があります。
また、毎年のように、労働関連法規が改正されて
いますので、常に適法な就業規則にしておくため
にも年に一回の見直しが必要なのです。

雇用契約書の作成や、就業規則の見直しについて
お困り事がございましたらぜひご相談下さい。
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